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令和３年度町村長会議（５月21日）意見交換の概要 

 

令和３年５月 21日 

    15:15～16:15 

                          オンライン会議 

 

 

【中井町長】 

 ７月末までの高齢者への接種完了という大きな目標に対しまして、基礎自治

体として、中井町としてやれることは取り組んでいきたいと思っています。 

 しかしながら、ワクチンは自治体が接種できるものではなく、地域の医師会

を始め関係各所の協力が欠かせません。 

 知事は、市町村のワクチン接種を全面的に支援すると表明されています。 

 高齢者接種以降も、基礎疾患を有する方や 65歳未満の方への接種が控えてお

り、接種体制が十分ではない状況は今後も変わらないと思っています。 

 そうした中、医療資源が脆弱な本地域の着実なワクチン接種に向けて、域外

から医師や看護師の派遣等、広域自治体として総合調整機能を発揮していただ

くようお願いします。 

 ７月末までに完了するという中で、足柄上病院の院長と地元選出の県議会議

員といろいろと折衝していただいて、集団接種の方にフォローしていただける

ような話もいただいていますが、医師会との連携を含めて、まだまだ時間はか

かるかなというところです。 

 また、被接種者にとっては、行政圏など関係なく、かかりつけの医療機関、

信頼のおける医師のもと接種を受けるのが本来の望ましい姿だと思っています。 

 今回のコロナワクチン接種は、住民票所在市町村で接種することを基本とし

ていますが、もともとこのスキームには無理があると思っています。 

 地域医療を担う中核的な病院は、所在地の市民のためだけではなく、周辺地

域住民の福祉向上の使命も担っていると思います。 

 今後、ワクチン接種が若い世代に移行していくにつれ、かかりつけ医を持た

ない方も増えてきます。 

 市町村の垣根なく、どこの医療機関でも制約を受けずにスムーズにワクチン

接種ができる体制の構築を望みます。  

 

【愛川町長】 

知事を始め県職員の皆さまには、コロナ対策を始めとして日々のご尽力に対

して改めて感謝申し上げます。ゴールデンウィーク中には防災行政無線を使っ
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ての感染予防、外出自粛の呼びかけに知事からも強いメッセージをいただきま

してありがとうございました。 

河川敷の閉鎖につきましては、今後の感染状況によっては延長も視野に入れ

て考えていく必要が出てくるかもしれませんが、６月からは鮎釣りの解禁とな

りますので、その際はまた慎重に協議させていただきたいと思いますのでよろ

しくお願いします。 

次に要望として、ワクチンの関係で先ほども話がありましたが、配送スケジ

ュールの幅が２週間と広く取られていますので、何日には配送ができるといっ

た期日が明確になれば、市町村の取組が進めやすくなるのでその点よろしくお

願いします。 

そして、高齢者接種につきましては、７月までに完了させるように全課体制

で取り組んでいますが、その後はまた高齢者以外への接種に移っていきますの

で、現場に混乱が生じないように五月雨的ではなく、適宜適切な情報とスケジ

ュールの提供を国へ強く要請をしていただくようお願いします。 

 

【知事】 

中井町からありました、７月末の接種完了に向けて、医師会を始めとした

様々な団体と協力していかなくてはならない点については、しっかり調整をし

てお願いしたいと思っています。 

また、医師や看護師といったワクチンの打ち手が足りない場合、率直にいつ、

何人足りないという話を情報提供いただければ、県としても、しっかりと対応

させていただきます。 

今後、高齢者だけでなく若い人へ接種が進んでいき、長期戦となることから、 

県と町村とで一体で取り組んでいく流れをしっかり作っていきたいと思います

ので、どうぞよろしくお願いします。 

愛川町からありました、河川敷閉鎖と鮎釣り解禁の関係については、しっか

りと皆さんの声を聞きながら、慎重に検討していきたいと考えています。 

ワクチンの配送日程については、皆さんから「的確に早くほしい」という声

をたくさんいただいており、我々も国に要望しつつ、つかんだ情報はすぐにお

伝えできるよう努力してまいります。 

情報スケジュールの徹底に向けては、15 人の県担当者でしっかりと対応して

いきたいと考えていますので、どうぞよろしくお願いします。 

 

【湯河原町長】 

知事のあいさつにもあったように、我々の話を直接聞いていただける環境を

整えていただいたことに感謝を申し上げます。 
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また、資料１でご説明いただいた医療体制に関して、県がこれまでしっかり

と安定的な病床確保に努めていただいたことにも敬意を表します。 

さらに、会議をスムーズに進めていくために、事前に市町村課のご配慮をい

ただき、ワクチン接種に関する意見を収集いただきまして、ありがとうござい

ました。 

その中で、現役世代に対する接種券の送付について、資料の参考２で各市町

村の判断で進めていいというお答えを明確にいただいたところですが、この行

為を始めるに当たって、事前事後も含めて、県に対して、町からの情報提供や

相談をするべきことはないと理解してよろしいでしょうか。 

 

【健康医療局長】 

情報提供は義務ではありませんが、いつから実施するといった情報をいただ

けると、県としても現状を把握できることにつながります。 

また、混乱を避けるために、年齢別に案内をした方がいいだろうかといった、 

ご相談をいただくことで、市町村が抱えているお悩みも県で認識することがで

きるので、情報提供いただければ幸いです。 

 

【湯河原町長】 

余談的な話ですが、今日のＢＳフジで、湯河原町の接種が７月に終わらない

という報道がありました。これは全く違う状況であるので、現状をお伝えさせ

ていただきます。 

本町では、５月７日から既に接種を始めており、ワクチンの量の関係もあり

ますが、約 10,500人の高齢者に対して、本日時点で、概ね 1,250人程度終わる

ことになり、13％が終了したことになります。 

この水準で進めながら、次のワクチンの量が増えてくれば、７月中には 70～

75％程度まで接種が完了する見込みです。 

間違った報道がされていたため、この場をお借りして、是非、知事のお耳に

入れたかったのでお話させていただきました。よろしくお願いします。 

 

【山北町長】 

ワクチン接種について、県から様々な支援をいただけるということで非常に

期待しています。 

足柄上郡は１市５町で協力して集団接種を行っておりますが、１市５町の中

でも、７月までで接種が終わるところとそうでないところがあります。 

そういう中で、第１クールの６月 15日頃までは、予定どおり進められると考

えていますが、７月末で終わらせるには、第２クールのときに、個別接種も重
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要になってくると認識しています。 

ただ、自分の町であれば情報を把握できますが、１市５町の個別接種の病院

数が非常に多く、また、我々としては、集団接種の方に力を入れている状況で

あります。 

１市５町では、居住地以外でも接種できるので、情報を集約するというとこ

ろで県の力をお借りできればと考えています。第２クールの時に、キャンセル

待ちができる医療機関が分かれば、そちらに誘導するなどして、何とか７月中

に終わらせたいと思っているので、是非、よろしくお願いします。 

 

【清川村長】 

知事を始め、県の職員はこのコロナ対策において大変な苦労をされているか

と思います。各町村においても同様に一刻も早い収束に向けて努めているとこ

ろであります。 

ワクチンの配付について、清川村は希望どおりの配付をいただきました。そ

のような状況の中で、５月３日のゴールデンウィーク中から 75歳以上の第１回

目接種を始め、接種予約についても、対象者の 82％が行った状況です。 

来週の 24 日からは第２回目の接種を行うところです。また、65 歳以上の方

についても、先週から予約を始めましたが、83％が予約を行うなど、大変関心

が高いと感じています。 

このような中、予定どおり接種が進んだ場合、65 歳以上の第２回目の接種は、

遅くとも７月２日になる予定です。 

国においても、隙間なく接種をしていくようにという話がある中、その翌週

あたりから基礎疾患のある人、それから順次、福祉施設の方、60歳から64歳、

最終的には 16歳以上の方等に接種を行っていくこととしており、今回、依頼し

た配分では、16歳以上の対象含め、全員が接種できるようになっています。 

先ほど中井町長からの発言でもあったとおり、医療機関が脆弱な村でありま

す。おかげさまで、県立の煤ケ谷診療所の医師が月曜日から金曜日まで毎日の

ように朝、医療機関で接種をしていただき、助かっていますが、長期間になっ

てしまうと、医療従事者が耐えられないと思います。是非、医療従事者の確保

を切にお願いします。 

また、私どもは集団接種の会場において、職員が受付事務等を行っています。

こういった職員の感染についても大変心配しています。もし職員が感染してク

ラスターになったら、役場業務は停滞してしまいます。 

先日の村議会でも議員に対し説明を行いましたが、ワクチンのキャンセル待

ちは優先順位を付けながら、次の高齢者に接種をしていますが、私は、そこに

集団接種の業務に従事する職員を第一優先として接種させたいという話もさせ
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ていただきます。是非、そういったこともご理解いただければと思いますので、

よろしくお願いします。 

 

【知事】 

湯河原町からありました、ＢＳフジでの報道が違っているといったことは

よく理解しました。７月中に、ぜひ 65歳以上の接種を終えていただきたいと思

います。 

 山北町からありました、１市５町での取組については、非常に画期的であり、

我々も注目しているところであります。 

そんな中でご提示いただきました、集団接種だけでなく、それぞれの個別接

種をうまく１市５町でしっかりと連携していきたいということであります。そ

ういった情報提供につきましても、先ほど申し上げました県の担当者がしっか

り連携させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 

清川村からありました、医療従事者の確保については、本当に重大なことだ

と思っており、「どういった資格の人が何人足りないのか」、「いつ足りない

か」という具体のことを、是非、担当者に向けてお話いただければと思います。 

さらに、職員の皆さんの御負担といったことについては、我々も認識してい

ます。先日、全国知事会を通じて、国に申し入れをしたことがこの点でありま

す。職員の確保がなかなか難しく、場合によっては、ワクチン接種に係る様々

な作業を外部に委託するということも出てくるかもしれません。そういった場

合には、財政的な面でもきちんと対応してほしいといったことを要望しまして、

厚生労働省の山本副大臣からは、「そういった要望に対して、しっかりと前向

きに受け止めていきたい」とのご答弁もいただいたところであります。 

 

【真鶴町長】 

 知事を始め県職員の皆様には、コロナ対策にご尽力いただき、大変に感謝し

ています。 

知事の迅速な対応により、各市町村に対する担当者を設置していただき、あ

りがとうございます。 

 本町では、なんとか７月中に高齢者への接種が終わる目処が立ちました。 

 その先の話に関する要望になりますが、現役世代への接種がのちのち始まる

という中、当町の場合、町外で働いている方が多く、集団接種をしている関係

で、土日や平日の夜間等に接種を希望する方がこれから増えてくると思います。 

 そうなったときに、河野大臣からも「ワクチン休暇」というようなお考えも

示されているところですが、もう少しこの先を見据えて、企業に対するお願い

的なものを強めに発言していただけたらと思っています。県を始め、国もそう
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いう状況を作っていただけたらありがたいなと思っています。 

 もう１点、本町の場合では、集団で接種を行っている関係で、高齢者の接種

についても、医師・保健師の確保が難しい状況がありました。 

先ほどお話したとおり、土日・祝日、夜間等で対応することがメインとなっ

てくると、またそこで医師や看護師の確保が難しいという状況がみえてくると

ころがありますので、そのあたりも含めて今後も引き続きサポートをしていた

だけたらありがたいなと思っています。 

 

【知事】 

「ワクチン休暇」の話が出ましたが、確かに２回目のワクチン接種後は、割

と高熱が出るという方もいらっしゃるようです。「ワクチン休暇」は重要なこ

とだと思っていますので、企業に対するお願いを我々も強く発信していきたい

と思っています。 

また、医師や保健師といったワクチンの打ち手の確保について、全国知事会

と厚生労働省副大臣とのウェブ会議の中で、我々はこういった要望もお伝えし

ました。 

今、医師が接種をする時に一人あたり 2,070 円という設定があります。休日

や夜間に打つとなった時は加算がありますが、平日の手当は弱いので、平日の

手当の増額について申入れをしました。このように、少しでも打ち手が増えて

くるように様々な知恵を絞りながら、これからもお願いをしていきたいと考え

ています。 

 

【葉山町長】 

 本当に皆様大変お疲れ様です。私も、７月中という知事の固い決意をいただ

いて、取組を進めていきたいと思います。 

ところで、今日いただいた報告の中で、新型コロナウイルス感染症患者の情

報公表の資料について、もしお分かりになれば、局長に伺いたい点があります。 

患者についての個人情報の取扱いということになりますが、濃厚接触者の方

で道義的責任について若干軽んじられる方々がいらっしゃった場合について、

細かくは言えないのですが、お伺いさせてください。 

新型コロナウイルス感染症患者に関しては行動制限がかけられることは分か

りますが、例えば、公共施設である学校、介護施設等に、濃厚接触者の方を通

わせてしまう家庭があった時に、患者情報として保健所は把握しているものの、

濃厚接触者の行動制限を強くかけられないというジレンマを抱えるケースがあ

ります。 

保健所が今まで情報を出さなかったということがありますが、今回、この報
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告書に基づいて、我々が患者情報を知ることで、特定の法的権限はないのです

が、濃厚接触者についても、自宅で２週間療養してほしいということが言える

ようになるのでしょうか。 

また、保健所も法的に力がないのは分かりますが、なるべく我々と連携をし

て、是非、家庭にいろいろなアプローチをかけていき、学校医の方、地域のお

医者様、関係公共機関施設の方が、知っている人間について言えないというジ

レンマがありながらも、ぜひ自宅にいてくださいと声をかけていきたいのです

が、その辺について検討はされたのですか。見解がもし分かりましたら教えて

ください。 

 

【健康医療局長】 

 今回検討しましたのは、患者情報の提供についてです。そして、個人情報を

提供できる範囲については、検討会の結果でもかなり限定的な形で示されてい

ますので、町長のおっしゃいましたように濃厚接触者やそういう幅広い情報提

供というのは、かなり難しいのかなと考えています。 

 一方で、町長がおっしゃられたように、「濃厚接触者が、もしかしたら感染

のリスクがあるのに黙って学校に来ている」などのご懸念があるのも十分に分

かりますので、具体的にそういうご懸念を少し和らげる方法がないかというの

は、保健所とも相談しながら検討していきたいと思います。 

   

【大磯町長】 

 ７月までの日程で取り組むとなると、個別接種からどうしても集団接種の方

に行く形を取らざるを得ません。人的な配置については、先ほど回答いただき

ましたので、いつぐらいまでにいただけるかという確実性の話をまずいただき

たいと思います。本町では、それに基づきまして、集団接種を考えていきたい

と思っています。 

また、先ほど健康医療局長から、高齢者に次ぐワクチンの接種順位の話があ

り、参考１の資料をいただいていますが、基礎疾患を有する者を地域の医療機

関若しくは行政の中で把握することは困難です。この方たちは本当に優先して

接種しなければいけないと思いますし、できるだけ早く対処して優先に取り組

んでいきたいと皆さんもお考えになっていると思いますので、ここにつきまし

て、早急な方針をお示しいただくようお願いします。 

 

【健康医療局長】 

まず、基礎疾患を有する方への接種開始の考え方について、基礎疾患を有す

る方は高齢者のすぐ次という優先順位でありますが、基礎疾患を有する方の範
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囲が分かりにくいため、資料でお示ししたところです。 

確かに町長がおっしゃるように、現実的には難しい問題もあります。特に、

大規模な自治体になればなるほど、個人情報としてどなたが基礎疾患を有して

いるのか把握がしづらいです。要は、基礎疾患を有する方というのは、基本的

に自己申告をもとにして対応していかざるを得ないと思います。個人情報なの

で、どのように取っていくかについて市町村の皆様から、「現実的には、なか

なか基礎疾患を有する方を優先するのはできないのではないか」というお声を

いただいていることも承知しております。 

この自己申告に頼らざるを得ないことを前提として、基礎疾患を有する方に

優先順位をつけることがこうやったら可能だ、そういうことができるのかどう

か等については、私どもとしても検討をして、市町村の皆様と情報共有をした

いと思います。 

 それから、１点目の医療従事者の確保について、現在、各団体の皆様に、

「何人くらい人数が必要であるか」を各担当から聞き取りをさせていただいて

います。ある程度の数字が固まってきたところと同時進行で、何人ほしいとい

うことをもって県としても医療機関にあたりますので、現時点で何人という規

模に応じて、いつまでに医療機関からその人数を集められるかという時期は、

明言することは難しいです。なるべく早くしたいと思っています。 

 

【大磯町長】 

 今いただいた局長のご発言と、私たち地域で理解している話との間にギャッ

プがあります。「何人くらい医師、看護師、薬剤師が必要か」という問合せは

少なくとも大磯町には来ていません。先ほど職員が感染したら非常に困るとい

うお話もありましたから、できるだけ事務的・一般的なサポートの方も含めて、

今一度そのような聞き取りも実施していただきたいと思います。 

また、基礎疾患を有する者について、確かに個人情報ではあるのですが、い

ろんな方策があろうかと思いますので、またご相談していきたいと思っていま

す。よろしくお願いします。 

 

【知事】 

 様々なご意見・ご要望をいただき、十分にお答えできなかった部分もあると

思いますが、市町村の担当者を設けていますので、日常的にしっかりとコミュ

ニケーションをとっていただき、課題などについてお話いただければと思いま

す。 

資料１の 15ページについて、是非、参考にしていただきたいと思っています。 

接種予約に当たって、電話やネットが殺到し、なかなか取りにくいという大
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変な状況であることはいろいろ伝えられていますが、全国を見てみると、様々

な工夫をされている団体があり、このような情報を皆様にご提供したいなとい

ったことで、接種方法の事例というページを用意しました。 

例えば、２番の福島県相馬市では、地区ごとに市が指定した日時での集団接

種を実施するといった方法を取られています。予め、この地域ではいつ接種を

行いますよと案内し、そこで決めてしまうといったようなやり方です。 

それから、４番と５番の事例では、抽選方式の予約システムといったことに

なります。先着順で予約を受け付けている団体が多いかと思いますが、先着に

すると、電話やインターネットがつながりにくいといったこともあります。抽

選方式を採用している団体もあるといったことなので、このようなことも一つ

参考にしていただきたいと思います。 

それと資料には記載していませんが、接種の仕方として、利用者の皆さんに

ボックスみたいなところに座っていただき、医師が横に動いて、どんどん打っ

ていくという形をとっているところもあります。この方法であれば、時間のロ

スなく、効率的に打てるといったこともありますので、皆さんが工夫した取組

みの横展開についても、しっかり検討して取り組んでいきたいと思っています。 

継続的・日常的に意見交換しながら、ワクチン接種を進めていくとともに、

感染防止対策をしっかり行い、コロナを乗り越えていくために、県全体が一丸

となって取り組んでいきたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願い

します。本日は誠にありがとうございました。 

 

 

（以上） 


